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令和４年度決算に基づく長崎県財政健全化判断比率及び

資金不足比率に係る審査意見書の提出について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により審査に

付された健全化判断比率とその算定基礎事項を記載した書類、同法第２２条第１

項の規定により審査に付された資金不足比率とその算定基礎事項を記載した書類

について、その審査を終了したので、別紙のとおり意見書を提出します。
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令和４年度 決算に基づく長崎県財政健全化判断比率
    及び資金不足比率に係る審査意見書

令和４年度決算に基づく長崎県財政健全化判断比率及び資金不足比率に係

る審査を次のとおり実施した。

第１ 審査の基準

長崎県監査基準に準拠して実施

第２ 審査の種類

健全化判断比率等審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条

第1項及び第22条第1項）

第３ 審査の対象

令和４年度長崎県一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算に基づく健

全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負

担比率）及び各公営企業会計の決算に基づき会計毎に算定した資金不足比率

第４ 審査の着眼点

健全化判断比率等及びそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法

令に適合し、かつ正確であるか。

第５ 審査の実施内容

健全化判断比率等及びそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類につ

いて、関係職員に説明を求めるなどして、審査した。

第６ 審査の結果

１ 総括意見

審査に付された健全化判断比率等及びそれらの算定の基礎となる事項を記

載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。
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健全化判断比率は、いずれも早期健全化基準を下回っており、また、各公

営企業会計において資金不足は発生していない。

しかしながら、本県は、県税などの自主財源に乏しく、歳入の多くを地方

交付税や国庫支出金に依存せざるを得ない状況にあり、今後、県債の償還に

かかる公債費の大幅な増加が見込まれるなど、財政状況はさらに厳しさを増

していく状況にある。

このため、今後の行財政運営にあたっては、令和３年度から取り組んでい

る「長崎県行財政運営プラン２０２５」を着実に実施することにより、歳入・

歳出両面からの収支の改善に力を注ぐとともに、より一層の事業の重点化を

図るなど、健全な財政運営に努められたい。

２ 健全化判断比率等の状況

(1) 健全化判断比率

健全化判断比率名
令和

４年度

令和

３年度

増 減

(ﾎﾟｲﾝﾄ)

早期健全化

基   準

①実質赤字比率 － － － 3.75%

②連結実質赤字比率 － － － 8.75%

③ 実質公債費比率   10.3%   10.1% 0.2 25%

④ 将来負担比率 178.7% 178.1% 0.6 400%

※「－」：実質黒字であるため、比率が発生していない。

①実質赤字比率

実質収支が黒字であるため、実質赤字比率は発生しておらず、良好

である。

②連結実質赤字比率

連結実質収支が黒字であるため、連結実質赤字比率は発生しておら

ず、良好である。

③実質公債費比率

実質公債費比率は、前年度より 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ増加し 10.3％となってい

る。早期健全化基準の25%と比較すると、これを下回っている。
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④将来負担比率

将来負担比率は、前年度より0.6ﾎﾟｲﾝﾄ増加し178.7％となっている。

早期健全化基準の400%と比較すると、これを下回っている。

(2) 資金不足比率  

会 計 名
令和

４年度

令和

３年度

増減

(ﾎﾟｲﾝﾄ)

経営健全化

基   準

交通事業会計 － － －

20%

流域下水道事業会計 － － －

長崎魚市場特別会計 － － －

港湾施設整備特別会計 － － －

※「－」：資金不足がないため、比率が発生していない。

対象となる４会計全てにおいて資金不足がないため、資金不足比率は

発生しておらず、良好である。

３ 是正改善を要する事項

指摘すべき事項はない。


